
広　告

　
東
日
本
大
震
災
の
発
生
に
伴
い
、３

月
11
日
以
降
に
到
来
す
る
国
税
に
関

す
る
申
告
、
申
請
、
納
付
等
の
期
限

が
延
長
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
茨
城

県
及
び
青
森
県
の
納
税
者
の
方
に
つ

き
ま
し
て
は
、
延
長
後
の
期
限
が
平

成
23
年
７
月
29
日（
金
）と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
上
記
期
限
ま
で
に
申
告
・

納
付
等
が
で
き
な
い
方
に
つ
き
ま
し

て
は
、
個
別
に
所
轄
税
務
署
長
に
申

請
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
更
に
期
限

を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
７
月
29
日
ま
で
に
所
得
税

や
消
費
税
の
申
告
書
を
提
出
し
た
個

人
の
方
の
平
成
22
年
分
の
確
定
申
告

に
係
る
振
替
納
付
日
は
、
８
月
31
日

（
水
）と
な
り
ま
す
。

　
母
子
家
庭
及
び
父
子
家
庭
を
対
象

に「
親
と
子
の
ふ
れ
あ
い
の
旅
」を
実

施
し
ま
す
。

対
象
者
　
５
歳
〜
中
学
生
の
お
子
さ

　
ん
を
お
持
ち
の
母
子
・
父
子
家
庭

　
の
親
子
（
子
ど
も
の
み
の
参
加
は

　
不
可
）

日
　
時
　
８
月
28
日（
日
）

　
午
前
６
時
30
分
出
発
、
午
後
８
時

　
到
着
予
定

集
合
場
所
　
城
里
町
役
場
・
桂
支
所

　
・
七
会
支
所

場
　
所
　
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド

参
加
費
　
大
人
２ 

５
０
０
円  

小
人

　
１ 

５
０
０
円

募
集
人
員
　
40
人（
20
組
程
度
・
先
着

　
順
）

申
込
方
法
　
参
加
費
を
添
え
て
直
接

　
健
康
福
祉
課
窓
口
に
お
申
し
込
み

　
く
だ
さ
い
。

受
　
付
　
８
月
３
日（
水
）午
前
９
時
〜

　
※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
キ
ャ
ン

　
　
セ
ル
待
ち
と
な
り
ま
す
。

　
※
申
し
込
み
は
世
帯
単
位
と
し
、

　
　
代
理
の
方
に
よ
る
申
し
込
み
や

　
　
電
話
で
の
申
し
込
み
は
受
け
付

　
　
け
ま
せ
ん
。

●「
が
ん
ば
ろ
う
！
水
戸
　
第
51
回

　
水
戸
黄
門
ま
つ
り
」
　（
水
戸
市
）

 

花
火
大
会

日
　
時
　
８
月
５
日（
金
）

　
午
後
７
時
30
分
か
ら

※
荒
天
時
は
12
日（
金
）に
延
期

場
　
所
　
千
波
湖
畔
及
び
湖
上

 

パ
レ
ー
ド

日
　
時
　
８
月
６
日（
土
）、７
日（
日
）

場
　
所
　
水
戸
市
上
市
（
水
戸
中
央

　
郵
便
局
前
〜
大
工
町
交
差
点
間
）、

　
下
市（
本
町
１
丁
目
〜
３
丁
目
間
）、

　
水
戸
芸
術
館
広
場
等

内
　
容
　
水
戸
黄
門
パ
レ
ー
ド
、
山

　
車
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
、
市
民
カ
ー

　
ニ
バ
ル（
踊
り
）、
み
こ
し
な
ど

※
今
年
は
、
夏
の
電
力
不
足
に
よ
る

　
節
電
対
策
の
一
環
で
、
花
火
を
含

　
め
た
夜
の
イ
ベ
ン
ト
は
例
年
よ
り

　
30
分
短
縮
と
な
り
ま
す
。

●
ひ
た
ち
な
か
市
夏
の
イ
ベ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　（
ひ
た
ち
な
か
市
）

 

Ｒ
Ｏ
Ｃ
Ｋ 

Ｉ
Ｎ 

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ 

　
　
　
　
　  

Ｆ
Ｅ
Ｓ
　
２
０
１
１

日
　
時 

８
月
５
日（
金
）〜
７
日（
日
）

会
　
場
　
国
営
ひ
た
ち
海
浜
公
園

 

第
17
回
ひ
た
ち
な
か
祭
り
・
花
火
大
会

日
　
時
　
８
月
20
日（
土
） 

会
　
場
　
Ｊ
Ｒ
勝
田
駅
東
口
周
辺

お

知

ら

せ

問
合
せ
　
水
戸
税
務
署

　
　
０
２
９
‐
２
３
１
‐
４
２
１
１

　
　
　
　
　
　（
自
動
音
声
案
内
）

「
親
と
子
の
ふ
れ
あ
い
の
旅
」

　
　
　
　
　
　
　
参
加
者
募
集

問
合
せ  

ひ
た
ち
な
か
市
観
光
振
興
課

　
　
０
２
９
‐
２
７
３
‐
０
１
１
１

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

お
で
か
け
く
だ
さ
い
！

問
合
せ
　
健
康
福
祉
課

　
　
０
２
９
‐
２
４
０
‐
６
５
５
０

問
合
せ  

水
戸
黄
門
ま
つ
り
実
行
委
員
会 

　
　
０
２
９
‐
２
２
４
‐
０
４
４
１
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家財の１/３以上の損害

半壊

全壊

住居全体が滅失、流失

250万円

270万円（350万円）

350万円

150万円

170万円（250万円）

250万円（350万円）

350万円

世帯主の１か月以上の
負傷がある場合

世帯主の１か月以上の
負傷がない場合

世帯人員

１人

２人

３人

４人

５人以上
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円

町民税における平成22年の総所得金額（世帯全員の所得の合計）

220万円

430万円

620万円

730万円

１人増すごとに730万円に30万円を加えた額

9

　「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が施行され、特例措置によ
り災害援護資金の貸付条件（貸付期間、償還期間、保証人の取扱いと据置期間経過後の利率）が緩和され
ました。

●利　　率　・連帯保証人を立てる場合……無利子

　　　　　　・連帯保証人を立てない場合……年1.5％（据置期間中は無利子）

●償還期間　13年（うち据置期間６年）

●償還方法　年賦又は半年賦（元利均等償還）

　※延滞の場合は年10.75％の割合で計算した違約金が発生します

●申 請 者　世帯主

●必要書類　　災害援護資金借入申込書 　所得証明書 　り災証明書 　医師の診断書（世帯主の負傷の

　　　　　　場合のみ） 

　※貸付決定後に災害援護資金借用書、印鑑証明書、世帯主名義の口座の写しが必要になります。

●申請期間　平成30年３月31日まで

●申請先・問合せ  健康福祉課　　029‐240‐6550

●対象及び貸付限度額

●所得制限

※被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別の
　事情がある場合は（　）内の額

災害援護資金の貸付


